
　今年４月から消費税率が５％から８％に引き上げられます。水道事業・下水道事業などは、民間事

業者と同様に消費税の納税義務があり、適正に消費税を納める必要があることから、４月１日から消

費税率引上げ分の３％を使用料などへ加算します。なお、公共施設などの使用料等は東日本大震災及

び原子力災害からの復旧・復興期にあることや、多くの市民の皆さんが自らの生活再建の途上にある

現状を踏まえ、据え置きます。

　今回の変更に伴う、市の考えや関連する条例などの改正内容は、市ホームページをご覧ください。

月 日から 消費税率引上げに伴い
上下水道の使用料などを改定します
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